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【
受
付
開
始
】　
７
月
16
日
㈫
～

※
更
新
手
続
き
が
８
月
中
で
あ
れ
ば
、

　

交
付
さ
れ
る
認
定
証
は
８
月
１
日

　

か
ら
有
効
と
な
り
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
認
定
証
が
必
要
な
人
の
被
保
険
者
証

・
世
帯
主
お
よ
び
認
定
証
が
必
要
な
人

　

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）　

　

が
わ
か
る
も
の

・
来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

　
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免

　

許
証
な
ど
）

※
別
世
帯
の
人
が
来
庁
し
申
請
す
る

　

場
合
は
、
国
保
課
ま
で
お
問
い
合

　

わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
国
保
課
か
ら
の
お
知
ら
せ
国
保
課　

☎
65
‐
１
２
３
０
（
国
民
健
康
保
険
）　

☎
65
‐
１
１
７
０
（
後
期
高
齢
者
医
療
）

▼
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
（
保
険

証
）
を
更
新
し
ま
す
！

　

国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
を
令
和

６
年
８
月
１
日
付
け
で
更
新
し
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
（
み
ど
り
色
）
は
、

７
月
中
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま
す

の
で
、
８
月
以
降
は
新
し
い
保
険
証

を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
有
効
期
限
切
れ
の
古
い
保
険
証
（
水

　

色
）
は
、
細
か
く
切
っ
て
処
分
す

　

る
か
、
国
保
課
ま
た
は
各
支
所
へ

　

返
却
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
令
和
６
年
度
の
国
民
健
康
保
険
料
に

つ
い
て

　
国
民
健
康
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
健

全
な
運
営
の
た
め
、
令
和
４
年
度
か
ら

順
次
、
見
直
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。
令

和
６
年
度
の
保
険
料
決
定
通
知
書
を
、

７
月
中
に
納
付
義
務
者
で
あ
る
世
帯

主
へ
郵
送
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
皆
さ
ん

が
保
険
料
を
出
し
合
い
、
国
・
県
の
負

担
金
と
合
わ
せ
て
お
互
い
を
助
け
合

う
制
度
で
す
。
納
期
限
内
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

▼
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
保

険
証
）
を
更
新
し
ま
す
！

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
保
険
証

を
令
和
６
年
８
月
１
日
付
け
で
更
新

し
ま
す
。

　

新
し
い
保
険
証
（
水
色
）
の
負
担
割

合
は
１
割
・
２
割
・
３
割
の
い
ず
れ
か

で
、
７
月
中
に
オ
レ
ン
ジ
色
の
封
筒
の

簡
易
書
留
に
て
郵
送
し
ま
す
。

　

７
月
中
に
保
険
証
が
届
か
な
い
場

合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
入
院
時
な
ど
に
必
要
な
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
の
更
新
手
続
き
に
つ
い
て

　

74
歳
以
下
で
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
の
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
は
、
毎
年
８
月
に
更
新
し
ま
す
。

８
月
以
降
の
認
定
証
が
必
要
な
人
は
、

国
保
課
⑨
番
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
勤
務
や
病
気
な
ど
の
理
由

で
来
庁
が
難
し
い
と
き
は
、
郵
送
で

申
請
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、

国
保
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
郵
送

の
場
合
は
、
交
付
ま
で
に
日
数
が
か
か

り
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
て
の
手
続

き
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　

▼
令
和
６
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
の
決
定
に
つ
い
て

　

令
和
６
年
度
の
保
険
料
額
決
定
通

知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
保
険
料
に
つ
い

て
の
詳
し
い
内
容
は
保
険
証
と
同
封

の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
納
付
方
法
】

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
次
の
①
ま

た
は
②
の
ど
ち
ら
か
に
な
り
ま
す
。

①
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

②
口
座
振
替
ま
た
は
納
付
書
に
よ
る

　

金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
で
の
納
付

　
（
普
通
徴
収
）

　

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
健
康
保
険

証
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
！

　
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
導
入
さ

れ
て
い
る
医
療
機
関
・
薬
局
で
は
、
保

険
証
利
用
登
録
済
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
で
受
診
が
可
能
で
す
。

　

12
月
２
日
以
降
は
、
現
行
の
保
険
証

（
紙
）
の
新
規
発
行
が
廃
止
さ
れ
ま
す

の
で
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得

と
利
用
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

   

な
お
、
今
回
郵
送
す
る
保
険
証
の
有

効
期
限
内
は
、
現
行
の
保
険
証
で
受
診

で
き
ま
す
。

前
年
度
と
納
付
方
法
が
変
更
に

な
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
の
で
、

通
知
書
を
必
ず
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 国保課　川上真宙
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介護福祉課　石川峰志

▼
入
院
時
な
ど
に
必
要
な
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」
の
更
新
手
続
き
に
つ
い
て

　

74
歳
以
下
で
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
人
の
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」
は
、
毎
年
８
月
に
更
新
し
ま
す
。

８
月
以
降
の
認
定
証
が
必
要
な
人
は
、

国
保
課
⑨
番
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
勤
務
や
病
気
な
ど
の
理
由

で
来
庁
が
難
し
い
と
き
は
、
郵
送
で

申
請
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、

国
保
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
郵
送

の
場
合
は
、
交
付
ま
で
に
日
数
が
か
か

り
ま
す
の
で
、
余
裕
を
持
っ
て
の
手
続

き
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　　

本
市
の
高
齢
化
率
は
32
・
７
％
（
令
和
６
年
３
月
末
現
在
）
と
な
り
、
超
高
齢
社
会

に
突
入
し
て
い
ま
す
。
介
護
保
険
は
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い
く

た
め
に
社
会
全
体
で
支
え
合
う
制
度
で
す
。

65 歳以上の人（第１号被保険者）の介護保険料（令和６～８年度）
保険料段階
（保険料率） 対象者の内容 保険料

年額（円）

第１段階
（基準額× 0.285）

本
人
が
住
民
税
非
課
税

非
課
税
世
帯

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者ま
たは合計所得金額※と課税年金収入額の
合計額が 80 万円以下

21,500

第２段階
（基準額× 0.485）

合計所得金額と課税年金収入額の合計額
が 80 万円超かつ 120 万円以下 36,600

第３段階
（基準額× 0.685）

上記２段階以外 51,700

第４段階
（基準額× 0.90）

課
税
世
帯

世帯内には住民税課税者がいるが本人は
住民税非課税で合計所得金額と課税年金
収入額の合計額が 80 万円以下

68,000

第５段階
基準額

上記第４段階以外 75,600 

第６段階
（基準額× 1.20）

本
人
が
住
民
税
課
税

合計所得金額が 120 万円未満 90,700

第７段階
（基準額× 1.30）

合計所得金額が 120 万円以上かつ 210 万
円未満 98,200 

第８段階
（基準額× 1.50）

合計所得金額が 210 万円以上かつ 320 万
円未満 113,400 

第９段階
（基準額× 1.70）

合計所得金額が 320 万円以上かつ 420 万
円未満 128,500

第 10 段階
（基準額× 1.90）

合計所得金額が 420 万円以上かつ 520 万
円未満 143,600

第 11 段階
（基準額× 2.10）

合計所得金額が 520 万円以上かつ 620 万
円未満 158,700

第 12 段階
（基準額× 2.30）

合計所得金額が 620 万円以上かつ 720 万
円未満 173,800

第 13 段階
（基準額× 2.40）

合計所得金額が 720 万円以上 181,400

国負担金
25%

　　　 第１号
　　 被保険者
　　 の保険料

第２号
被保険者
の保険料

県負担金
12.5%

市負担金
12.5%

介護保険の

財源

23%

27%

65 歳以上

40～ 64歳

32.8

※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額
　のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。

（年）

▼
介
護
保
険
料
の
財
源

　
介
護
保
険
は
、
40
歳
以
上
の
皆
さ
ん

が
納
め
て
い
る
介
護
保
険
料
と
公
費

（
国
・
県
・
市
）
を
財
源
と
し
て
運
営

さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
納
め
る

保
険
料
は
、
介
護
保
険
制
度
を
支
え

る
大
切
な
財
源
で
す
。
安
心
し
て
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
期
限
内

の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ 

              　

 

納
め
て
安
心 

！ 

介
護
保
険
料

　
　
　
　

▼
負
担
割
合
証
（
黄
色
）
の
更
新

　
現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負
担
割

合
証
は
、
7
月
31
日
㈬
で
適
用
期
間

が
終
了
し
ま
す
。

　

新
し
い
負
担
割
合
証
を
7
月
中
旬

に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
や
施
設
職
員
な
ど
に
提
示
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
介
護
保
険
料

　
介
護
保
険
の
第
１
号
被
保
険
者
に

な
る
65
歳
か
ら
は
、
介
護
保
険
料
を

直
接
市
に
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。  

令
和
６
年
度
の
介
護
保
険
料
の
決
定

通
知
書
・
納
入
通
知
書
は
７
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
。

32.7

0

34

38

R22R8R6R4

（%）

介
護
福
祉
課　

☎
65
‐
１
２
4
１

36.9

33.032.732.5

本市の将来の高齢化率（推計）

介護保険料は、前年の所得を基に算出しています。

み
ん
な
で
支
え
合
い
ま
し
ょ
う
。

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う


